
1/25 

○平戸市個人情報保護条例施行規則 

平成17年12月27日 

規則第152号 

改正 平成19年９月25日規則第53号 

平成20年12月17日規則第60号 

平成22年３月25日規則第19号 

平成26年３月25日規則第５号 

平成26年３月25日規則第14号 

平成27年12月25日規則第47号 

平成28年３月31日規則第47号 

平成30年12月17日規則第24号 

令和３年12月21日規則第37号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平戸市個人情報保護条例（平成17年条例第230号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（書面等の様式） 

第２条 条例に規定する書面等の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるとおりとする。 

(1) 条例第６条第１項の規定による届出、条例第６条第３項の規定による届出及び条例

第11条第１項の規定による届出 個人情報取扱事務登録簿・個人情報ファイル登録

簿・個人情報取扱事務委託等登録簿（様式第１号） 

(2) 削除 

(3) 削除 

(4) 条例第12条第２項に規定する身分を示す証明書 身分証明書（様式第４号） 

(5) 条例第14条第２項に規定する身分を示す証明書 身分証明書（様式第５号） 

(6) 条例第17条第１項に規定する書面 個人情報開示請求書（様式第６号） 

(7) 条例第21条第１項に規定する書面 個人情報開示決定通知書（様式第７号） 

(8) 条例第21条第２項に規定する書面 個人情報一部開示決定通知書（様式第８号） 

(9) 条例第21条第３項に規定する書面 個人情報不開示決定通知書（様式第９号） 

(10) 条例第22条第２項に規定する書面 個人情報開示決定等期間延長通知書（様式第10

号） 

(11) 条例第23条に規定する書面 個人情報開示決定等期限特例適用通知書（様式第11

号） 

(12) 条例第24条第１項に規定する書面 個人情報開示決定等に係る意見照会書（様式第

12号） 

(13) 条例第24条第２項に規定する書面 個人情報開示決定等に係る意見書提出機会付

与通知書（様式第13号） 

(14) 条例第24条第１項及び第２項に規定する意見書 個人情報開示決定等に係る意見

書（様式第14号） 

(15) 条例第24条第３項に規定する書面 個人情報開示決定第三者あて通知書（様式第15
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号） 

(16) 条例第27条第１項に規定する書面 個人情報訂正等請求書（様式第16号） 

(17) 条例第28条第１項に規定する書面 個人情報訂正等決定通知書（様式第17号） 

(18) 条例第28条第２項に規定する書面 個人情報一部訂正等決定通知書（様式第18号） 

(19) 条例第28条第３項に規定する書面 個人情報不訂正等決定通知書（様式第19号） 

(20) 条例第29条第２項に規定する書面 個人情報訂正決定等期間延長通知書（様式第20

号） 

(21) 条例第32条の規定による通知 個人情報開示等審査諮問通知書（様式第21号） 

(22) 条例第33条において準用する条例第24条第３項に規定する書面 不服申立てに対

する決定第三者あて通知書（様式第22号） 

（一部改正〔平成27年規則47号〕） 

（個人情報保護管理者） 

第３条 条例第９条第２項に規定する個人情報保護管理者は、別表第１左欄に掲げる機関

の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者とする。 

（遵守事項等） 

第４条 条例第25条第１項の規定により個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人

情報を改ざんし、破損し、又は汚損してはならない。 

２ 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、当該個人情報の閲覧又は視聴を中止さ

せ、又は禁止することができる。 

３ 条例第25条第１項の規定による写しの交付部数は、１部又は１巻とする。 

（個人情報の写しの作成等に要する費用） 

第５条 条例第30条第２項に規定する個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、次

の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 個人情報の写しの作成に要する費用 別表第２に定める額 

(2) 個人情報の写しの送付に要する費用 郵便等料金の額 

（一部改正〔平成19年規則53号〕） 

（出資法人等） 

第６条 条例第43条に規定する市が出資する法人等のうち市長が定めるものは、一般財団

法人平戸市振興公社とする。 

（全部改正〔平成26年規則５号〕、一部改正〔令和３年規則37号〕） 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（平戸市電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 平戸市電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則（平成17年平戸市規則第16号）

は、廃止する。 

附 則（平成19年９月25日規則第53号） 

この規則は、平成19年10月１日から施行する。 
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附 則（平成20年12月17日規則第60号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月25日規則第19号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月25日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月25日規則第14号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月25日規則第47号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第47号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月17日規則第24号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月21日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕、一部改正〔平成30年規則24号〕） 

市長 １ 平戸市行政組織条例（平成26年平戸市条例第４号）第１

条の規定により設置された部の長 

２ 会計課長 

３ 消防長 

４ 水道局長 

５ 病院局長 

議会 事務局長 

教育委員会 教育次長 

選挙管理委員会 事務局長 

監査委員 事務局長 

農業委員会 事務局長 

固定資産評価審査委員会 書記 

別表第２（第５条関係） 

個人情報の種類 金額 

１ 文書、図面、フィルム及

び電磁的記録（録音及び録

画に係るものを除く。） 

普通紙白黒日本工業規格A３

判以下 

１面につき10円 

その他の場合 実費相当額 

２ 写真 実費相当額。ただし、乾式複写機で普通紙に複写したときは、

第１号の区分の金額とする。 

３ 録音及び録画に係るもの 録音テープ等を実施機関が購

入した場合 

実費相当額 
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録音テープ等を開示請求者が

持参又は送付した場合 

無料 
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様式第１号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第２号 削除 

（削除〔平成27年規則47号〕） 

様式第３号 削除 

（削除〔平成27年規則47号〕） 

様式第４号（第２条関係） 

様式第５号（第２条関係） 

様式第６号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第７号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第８号（第２条関係） 

（全部改正〔平成28年規則47号〕） 

様式第９号（第２条関係） 

（全部改正〔平成28年規則47号〕） 

様式第10号（第２条関係） 

様式第11号（第２条関係） 

様式第12号（第２条関係） 

様式第13号（第２条関係） 

様式第14号（第２条関係） 

様式第15号（第２条関係） 

（全部改正〔平成28年規則47号〕） 

様式第16号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第17号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第18号（第２条関係） 

（全部改正〔平成28年規則47号〕） 

様式第19号（第２条関係） 

（全部改正〔平成28年規則47号〕） 

様式第20号（第２条関係） 

（全部改正〔平成27年規則47号〕） 

様式第21号（第２条関係） 

様式第22号（第２条関係） 

 


